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北九州市告示第３１８号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和２年７月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市八幡西区大字熊手２７１６番及び２７４０番の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジク

ロロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，

１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及

びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セ

レン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及び

その化合物、ほう素及びその化合物、シマジン、チオベンカルブ、チウラム

、ポリ塩化ビフェニル並びに有機りん化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 
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北九州市告示第３１９号

 北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条例第４２号）第４０条の規定

により、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間の情報公開制度

の運用状況を次のとおり公表する。

  令和２年７月２９日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 開示請求の状況

実 施 機 関 件 数
処 理 状 況

開 示 一部開示 不 開 示 取下げ

市 長
 ６７６

（１２）

 ４５３

（８）

 １４５

（４）

  ２５  ５３

教育委員会 ４９ １５ ２７ ３ ４

選挙管理委員会 ０ ０ ０    ０ ０

人事委員会 ２ ０ １ ０ １

監査委員    ０    ０    ０    ０   ０

東部農業委員会 ０    ０    ０ ０   ０

西部農業委員会    ０    ０    ０    ０   ０

固定資産評価審査委員会    ０    ０    ０ ０   ０

地 方 公

営 企 業

管 理 者

上下水道

局長

  ９７ ９２    ２ １ ２

交通局長    ２ ０ １ ０   １

公営競技

局長

  ０ ０    ０ ０ ０

消 防 長
  １７

（１）

３ １０ ４

（１）

０

市議会議長
  ８

（２）

０

（２）

４ ０   ４

公立大学法人

北九州市立大学

   ２ ０ ２    ０   ０

地方独立行政法人

北九州市立病院機構

４ ２ ０ １ １

市 全 体
 ８５７

（１５）

 ５６５

（１０）

 １９２

（４）

 ３４

（１）

 ６６

注 かっこ内は、任意的公開の申出に係る件数で外数である。

   任意的公開の申出とは、北九州市情報公開条例（平成１３年北九州市条

例第４２号）による改正前の北九州市情報公開条例（平成元年北九州市条
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例第２２号）の施行の日前に決裁、供覧その他公的処理を完了した公文書

に係る公開の申出をいう。

２ 不服申立ての状況

（１） 不服申立ての件数

 ４件

ア 審査請求の件数

審 査 庁 件 数

市長 ４

（２） 不服申立ての処理状況 

  ア 平成３０年度不服申立てに係るもの

    ４件

諮 問 庁 処理結果 件 数

市長

一部認容   １

処分妥当 ２

市議会議長 審理中 １

  イ 令和元年度不服申立てに係るもの

    ４件

諮 問 庁 処理結果 件 数

市長 審理中   ４
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北九州市告示第３２０号

北九州市個人情報保護条例（平成１６年北九州市条例第５１号）第６４条の

規定により、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間の個人情報

保護制度の運用状況を次のとおり公表する。

  令和２年７月２９日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 開示請求の状況

実 施 機 関 件 数
処 理 状 況

開 示 一部開示 不 開 示 取 下 げ

市 長
 １２３

（３）

 ３０  ５７

（２）

２９

（１）

７

教育委員会  ５ ０ ５ ０ ０

選挙管理委員会 ０ ０ ０ ０ ０

人事委員会 ０ ０ ０ ０ ０

監査委員 ０ ０ ０ ０ ０

東部農業委員会 ０ ０ ０ ０ ０

西部農業委員会    ０    ０    ０    ０    ０

固定資産評価審査委員会    ０    ０    ０    ０    ０

地 方 公

営 企 業

管 理 者

上 下 水 道

局長

１

（１）

   ０

（１）

   ０    ０    １

交通局長    ０    ０    ０    ０    ０

公 営 競 技

局長

 ０ ０ ０   ０ ０

消 防 長 ８ ５ ３    ０ ０

市議会議長    ０    ０    ０    ０    ０

公立大学法人

北九州市立大学

   ０    ０    ０    ０    ０

地方独立行政法人

北九州市立病院機構

８８ ８０ ３ ５ ０

市 全 体
 ２２５

（４）

 １１５

（１）

６８

（２）

  ３４

 （１）

８

注 かっこ内は、任意的開示の申出に係る件数で外数である。

  任意的開示の申出とは、平成元年１１月１日前に決裁、供覧その他公的

処理が完了した公文書に記録されている自己の個人情報についての開示の

申出をいう。
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２ 訂正請求 ０件

３ 利用停止請求 ０件

４ 不服申立ての状況

 （１） 不服申立ての件数 

 ０件

（２） 不服申立ての処理状況 

ア 平成３０年度不服申立てに係るもの

２件

  諮 問 庁 処理結果 件 数

市長 処分妥当 ２

イ 令和元年度不服申立てに係るもの

   ０件

6



北九州市告示第３２１号 

 特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域の指定（平成２

８年北九州市告示第３７７号）により指定した区域について、土壌汚染対策法

（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により当該区域の一部の指

定を解除するので、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に基

づき、次のとおり告示する。また、この告示によりその指定の一部を解除する

形質変更時要届出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市

環境局環境監視部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和２年７月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定の一部を解除する形質変更時要届出区域 

 北九州市小倉北区高見台１２２３番２、２８０３番２、２８３８番２及び

２８４０番８並びに中井口２番１の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  テトラクロロエチレン、ベンゼン、水銀及びその化合物、鉛及びその化合

物並びにポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

４ 講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去 
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